
 

留萌市水道事業 必ずご一読ください 

水道料金改定のお知らせ 
令和4年4月請求分(3月検針分)から水道料金を10％引き上げます。 

 

※水道料金の基本料金・超過料金の引き上げになります。 

※下水道使用料については変更ありません。 

水道料金表（税抜き） 

基本料金（1月につき） 超過料金 

基本水量 新料金 超過水量 新料金 

家 事 用 8㎥まで 1,549円 1㎥増すごとに 223円 

営 業 用 20㎥まで 4,233円 1㎥増すごとに 256円 

団 体 用 20㎥まで 4,233円 1㎥増すごとに 288円 

公衆浴場用 100㎥まで 12,698円 1㎥増すごとに 173円 

臨 時 用 1か所10㎥まで 6,483円 1㎥増すごとに 648円 

区分  

 

    用途 旧料金 

1,408円 

3,848円 

3,848円 

11,544円 

5,894円 

旧料金 

203円 

233円 

262円 

158円 

589円 

検針月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 

検 針 
      

請 求 
      

ご契約区分は、検針票（水道使用水量等のお知らせ）をご覧ください。 

改定の時期 

～算出方法（家事用15㎥の場合）～ 

 [基本料金8㎥まで1,549円＋（超過料金1㎥当り223円×超過水量7㎥]×1.1【消費税率10％】＝3,421円 

旧料金 旧料金 新料金 新料金 新料金 

検針 検針 検針 検針 検針 

令和4年3月に検針された水道料金から新料金が適用されます。 

お問い合わせ 

留萌市水道事業 ＴＥＬ：0164-42-5151 

〒077-8601 留萌市幸町1丁目11番地 

料金改定 



※下水道使用料については変更ありません。 


